
吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町の交付する吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金（以下「支援金」とい

う。）については、吉賀町補助金等交付規則（平成１８年吉賀町規則第１３号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。 

（目的等） 

第２条 町は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）拡大により影響を

受ける町内中小企業者の業績悪化を緩和し、事業の継続を図ることを目的とする。 

（支援金の交付の対象等） 

第３条 支援金の交付の対象、減少率及び交付の限度額は、別表のとおりとする。 

（支援金の交付申請） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者（以下「支援金交付対象者」という。）が規則

第４条の規定により提出する申請書は、吉賀町緊急中小企業者等事業継続支援金交付申

請書（様式第１号）とし、町長が定める日までに提出しなければならない。 

（支援金の交付決定） 

第５条 町長は、規則第５条の規定により支援金の交付を決定したときは、吉賀町緊急中

小企業者等事業継続支援金交付決定通知書（様式第２号）により支援金交付対象者に通

知するものとする。 

（支援金の支払） 

第６条 支援金交付対象者は、支援金の支払を受けようとするときは、吉賀町緊急中小企

業者等事業継続支援金請求書（様式第３号）を町長に提出するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第７条 支援金交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、支援金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。 

（２）申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。 

（３）その他町長が支援金の交付が不適当であると認めたとき。 

（支援金の返還） 

第８条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係

る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、支援金交付対象者に対し支援金の

返還を求めることができる。 

（支援金の経理等） 

第９条 支援金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠



書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

 （適用除外） 

第１０条 この要綱の規定による処分については、規則第４条第２項第３号及び第１５条

第１項第６号の規定は適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表）  

交付の対象 交付の対象期間及び

対象事業者 

減少率 交付の限度額 

（１）中小企業基本法（昭和３８年法律

第１５４号）第２条第１項に規定する中

小企業者（風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第５項に規定する性

風俗関連特殊営業に該当する事業者は除

く。）で町内に主たる事務所又は事業所

を有し、次のいずれにも該当する者。 

ア 雇用の維持や事業継続のための意思

を有していること。 

イ 通年の稼働日数が半月以上の事業者

であること。 

（２）前号以外の農林業者で、個人にあ

っては町内に住所を、個人以外にあって

は町内に主たる事務所又は事業所を有

し、次のいずれにも該当する者。 

ア 雇用の維持や事業継続のための意思

を有していること。 

イ 令和３年度の農業又は林業収入金額

が全体の収入金額の５０％以上を占めて

いること。 

ウ 確定申告に係る所得税青色申告をし

ていること。 

（３）その他町長が認める者。 

令和４年５月から

８月のいずれか１

月間（以下「対象月」

という。）の売上が

平成３１年から令

和３年の同月（以下

「基準月」という。）

に比して１０％以

上減少している者。

ただし、業態の変換

により単純に対象

月と基準月を比較

することが適当で

ない事業者及び創

業１年未満の事業

者は、明らかに感染

症を事由として売

上が減少している

場合、対象月と個人

事業の開業・廃業届

出書または法人設

立届出書を出した

翌月から令和４年

３月３１日までの

平均売上を比較す

ること。 

１０％以上２

０％未満 

１００，０００円

以内（１，０００

円未満切り捨て） 

２０％以上３

０％未満 

２００，０００円

以内（１，０００

円未満切り捨て） 

３０％以上 ３００，０００円

以内（１，０００

円未満切り捨て） 

注１)上表の交付の対象の各号に複数該当する事業者は各事業の売上を合算した金額で比較する

こと。 

注２）交付の限度額は、基準月の売上から対象月の売上を減じた額とすること。 


